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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処理槽中の水に活性酸素を含有させて活性酸素含有処理水を提供する工程と、
　前記処理水に有機廃棄物を投入してこれを処理水中の活性酸素と反応させて酸化分解す
る工程と、を具える有機廃棄物を分解処理する方法において、
　前記活性酸素含有処理水を提供する工程が、前記処理槽中の水を還元状態にする工程と
、当該還元状態にした水にオゾンを提供して溶解させる工程と、磁場を提供して磁界を発
生させ、当該磁界内で前記還元状態にした水とオゾンとをミキシングする工程と、を具え
ており、
　前記水を還元状態にする工程が、前記処理槽中の水に電子（ｅ－）を打ち込む工程を具
えていることを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、前記水を還元状態にする工程が、更に、前記処理槽中
の水に還元剤を加える工程を具えることを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の方法において、前記水を還元状態にする工程が、前記処理槽中
の水に磁場を提供して、当該水を磁場水とする工程を具えることを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の方法において、前記オゾンを提供する工程が、
空気を酸素透過フィルタを通過させて得た酸素を用いてオゾンを生成すること特徴とする
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方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法において、前記活性酸素含有処理水を提供する工程が、前記処理
槽中の水に酸化剤を加える工程を具えることを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法において、前記活性酸素含有処理水を提供する工程が、水を電気
分解することによって活性酸素を生成し、当該活性酸素を前記処理槽中の水に導入する工
程を具えることを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の方法において、前記水を電気分解する工程が、空気を酸素透過フィル
タを通過させて得た酸素を用いて活性酸素を生成することを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項５乃至７のいずれか１項に記載の方法において、前記処理水を還元状態にする工
程が、前記処理槽中の水に電子（ｅ－）を打ち込む工程か、あるいは、前記処理槽中の水
に磁場を提供して当該水を磁場水とする工程であることを特徴とする方法。
【請求項９】
　活性酸素製造手段と、
　当該手段にて製造した活性酸素を処理槽中の水に送り込む手段と、
　有機廃棄物を前記処理槽中に送り込む手段と、
　前記還元状態にした水とオゾンとをミキシングする手段と、
　前記ミキシング手段に磁界を提供する磁場発生装置と、を具えた有機廃棄物処理装置で
あって、
　前記活性酸素製造手段が、前記処理槽中の水を還元状態にする手段と、オゾン発生装置
と、当該オゾン発生装置で発生させたオゾンを前記還元状態にした水中に導入するオゾン
導入手段と、を具えており、
　前記処理槽中の水を還元状態にする手段が、電子（ｅ－）発生装置と、当該装置で発生
した電子（ｅ－）を前記処理槽内へ導入する手段と、を具えることを特徴とする有機廃棄
物処理装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の装置において、前記処理槽中の水を還元状態にする手段が、更に、還
元剤を前記処理槽中に投入する手段を具えることを特徴とする有機廃棄物処理装置。
【請求項１１】
　請求項９に記載の装置において、前記処理槽中の水を還元状態にする手段が、前記処理
槽中の水に磁場を提供する磁場発生手段を具えることを特徴とする有機廃棄物処理装置。
【請求項１２】
　請求項９乃至１１のいずれか１項に記載の装置において、前記オゾン発生装置が酸素透
過フィルタを具え、空気を当該フィルタを通過させて得た酸素を用いてオゾンを生成する
ことを特徴とする有機廃棄物処理装置。
【請求項１３】
　請求項９に記載の装置において、酸化剤を前記処理槽中に導入する手段を具えることを
特徴とする有機廃棄物処理装置。
【請求項１４】
　請求項９に記載の装置において、前記活性酸素製造手段が、水の電気分解装置と、当該
装置で製造した活性酸素を前記処理槽中の水に導入する手段と、を具えることを特徴とす
る有機廃棄物処理装置。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の装置において、前記電気分解装置が酸素透過フィルタを具え、空気
を当該フィルタを通過させて得た酸素を用いて活性酸素を生成することを特徴とする有機
廃棄物処理装置。
【請求項１６】
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　請求項１３乃至１５のいずれか１項に記載の装置において、当該装置が更に前記処理槽
中の水をミキシングする手段を具えることを特徴とする有機廃棄物処理装置。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の装置において、当該装置が更に前記ミキシング手段に磁界を提供す
る磁場発生装置を具えることを特徴とする有機廃棄物処理装置。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の装置において、前記処理槽中の水を還元状態にする手段が、電子（
ｅ－）発生装置と、当該装置で発生した電子（ｅ－）を前記処理槽内へ導入する手段か、
あるいは、前記処理槽中の水に磁場を提供する磁場発生手段であることを特徴とする有機
廃棄物処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機物分解装置に関するものであり、特に、廃油、有機汚泥、食物残渣等の
有機廃棄物を、有害物質を排出することなく処理することのできる有機廃棄物の分解方法
および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　産業廃棄物や、一般廃棄物等、さまざまな形ででてくるゴミの処理は、世界的にも大き
な問題となっており、有害物質を排出せずに、迅速、かつ大容量で処理できる方法の開発
が長期にわたって待望されている。
【０００３】
　ゴミの種類を大別すると、有機廃棄物と無機廃棄物に分けることができるが、この中で
、特に問題となるのが、廃油、有機汚泥、食物残渣、プラスチック成形加工品等の有機廃
棄物である。
【０００４】
　従来、これらの有機廃棄物の大半は焼却処理されているが、焼却時にダイオキシン等の
有害物質が発生する問題がある。また、この問題を考慮して焼却施設の設置に対して厳し
い規制がしかれているため、毎日大量に廃棄物が発生する昨今、焼却施設の処理能力自体
が問題となってきている。また、焼却処理は燃料を必要とするため、ランニングコストが
高いという問題もある。
【０００５】
　焼却以外の処理法方として、海洋投棄、埋立、微生物による処理等があるが、いずれも
環境問題等が懸念され、適切な処理方法とは言えない。また、有機ゴミをコンポスト化し
たり、固形燃料としてＲＤＦ（Refused Derived Fuel）化して有効利用することも進めら
れてきているが、最近、ＲＤＦの爆発事故が頻発しており、問題となっている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　これらの問題を解決するべく、上記の処理方法とは異なり、安全で、簡易、かつ処理コ
ストが安い処理方法の開発が望まれており、本発明では、活性酸素を利用して水中で有機
廃棄物を酸化分解するようにした。特に、オゾンを利用して、水中に活性酸素を提供して
、酸化分解を進める方法が有効であるが、オゾンは水に溶解しにくいため、その酸化力を
利用することが困難である。
【０００７】
　本発明は、新規かつ有用な有機廃棄物の処理方法および装置を提供すること、特に、オ
ゾンを利用する場合に、効率よく有機廃棄物を処理することのできる処理方法と、その方
法を実行するための装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　上記目的を達成するために、本発明の有機廃棄物を分解処理する方法は、処理槽中の水
に活性酸素を含有させて活性酸素含有処理水を提供する工程と、前記処理水に有機廃棄物
を投入してこれを処理水中の活性酸素と反応させて酸化分解する工程と、を具えることを
特徴とする。
【０００９】
　すなわち、廃棄物処理槽中の水に活性酸素（Ｏ－）含有させて、この処理水に有機廃棄
物を投入して、酸化分解を行うことによって、有機廃棄物を構成する炭素と水素を水（Ｈ

２Ｏ）と二酸化炭素（ＣＯ２）にして排出するようにする。有機廃棄物はほとんどが炭素
と水素で構成されているため、活性酸素と反応させることによって簡単に水と二酸化炭素
に分解される。本発明によれば、処理後も廃棄物が一切残らないし、焼却処理を行わない
ため、ダイオキシン等の有害物質が発生せず、またランニングコストを低減させることも
できる。
【００１０】
　本発明によれば、前記活性酸素含有処理水を提供する工程は、前記処理槽中の水を還元
状態にする工程と、当該還元状態にした水にオゾンを溶解させる工程と、を具えることを
特徴とする。
【００１１】
　このように処理槽中の水を還元状態にすることによって、水に溶けにくいオゾンを容易
にとかし込むことが可能となる。オゾンは水中でＯ２とＯ－に分裂して、この活性酸素Ｏ
－が有機廃棄物を構成する炭素と水素と反応して（酸化分解）、水と二酸化炭素になって
排出される。
【００１２】
　なお、オゾンは、空気を酸素透過フィルタを透過させて得た酸素を用いて生成すること
が好ましい。この構成によって、オゾン生成の際に空気中の酸素以外の成分が酸化するこ
とによって生じるＮＯｘやＳＯｘを低減することができる。
【００１３】
　また、前記活性酸素含有処理水を提供する工程は、前記還元状態にした水とオゾンとを
ミキシングする工程を更に具えることが好ましい。
　還元状態にした水とオゾンをミキシングすることによって、オゾンが還元水中により一
層とけ込み易くなる。
【００１４】
　なお、このミキシング工程を、磁界内で行うことによって、より効率よくオゾンをとか
し込むことが可能となる。
【００１５】
　前記水を還元状態にする工程は、前記処理槽中の水に電子（ｅ－）を打ち込むことによ
って、あるいは、前記処理槽中の水に磁場を提供して、当該水を磁場水とすることによっ
て実現することができる。
【００１６】
　なお、電子（ｅ－）を打ち込む工程に加えて、処理水に還元剤を加える工程を併用する
と、より効率よく酸化分解を進めることができる。
【００１７】
　前記活性酸素含有処理水を提供する他の方法として、処理槽中の水に過酸化水素等の酸
化剤を加えること、あるいは、水を電気分解して活性酸素（Ｏ－）を製造し、当該活性酸
素を前記処理槽中の水に導入することが考えられる。
【００１８】
　これらの場合も、処理槽中の水に電子（ｅ－）を打ち込む工程および／または処理槽中
の水に磁場を提供して当該水を磁場水とする工程を加えることによって、処理水を還元状
態に保つことによって、処理槽中に溶け込んだ活性酸素による有機廃棄物の酸化分解をよ
り一層促進することができる。
【００１９】
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　ここで、電気分解によって活性酸素を製造する場合、空気を酸素透過フィルタを透過さ
せて得た酸素を用いて活性酸素を生成することが好ましい。この構成によって、オゾン生
成の際に空気中の酸素以外の成分が酸化することによって生じるＮＯｘやＳＯｘを低減す
ることができる。
【００２０】
　なお、酸化剤を加える、あるいは、水を電気分解して活性酸素を製造するにあたっても
、処理槽中の水をミキシングしてこれらの処理を行うことが好ましい。なた、このミキシ
ング工程を磁界内で行うことによって、より効率よく活性酸素を生成することができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明は、焼却、あるいはコンポスト化、ＲＤＦ化といった従来のゴミ処理方法とは、
全く異なる有機廃棄物の処理方法を提供するものであり、有害物質を発生したり、環境汚
染を引き起こすことなく、有機廃棄物の処理を行うことができる。また、処理が容易であ
り、処理にかかるコストを低減することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下に本発明の実施形態を説明する。
　有機物は主に炭素Ｃと水素Ｈで構成されているため、これらは酸化させることによって
簡単にＣＯ２とＨ２０に分解することができる。酸化の最も一般的な方法は焼却であるが
、焼却処理には上述したとおり、環境汚染の問題や、処理場設置の際の制限等、様々な問
題がある。本発明では、水中に活性酸素をとかしこんでその中に有機廃棄物を投入し、有
機廃棄物を構成している炭素（Ｃ）と水素（Ｈ）を水中の活性酸素と反応させて酸化分解
し、ＣＯ２とＨ２０に変えるようにした。
【００２３】
　本発明では、水中に活性酸素を含有させるにあたり、オゾン（Ｏ３）を用いるようにし
た。すなわち、水にオゾン（Ｏ３）をとけ込ませて、これをＯ２とＯ－に分裂させ、この
Ｏ－（活性酸素）によって有機廃棄物を酸化分解する。ただし、オゾンは、水に溶解しに
くいという性質を持つため、以下の手法によってＯ３を効果的に水中にとけ込ませるよう
にした。
【００２４】
　図１は、本発明の第１の実施形態の構成を示す図である。ここでは、処理槽の中の水を
磁場水にして、オゾンの溶解力を上げるようにした。すなわち、図１に示すように、処理
槽１中に水を入れ、磁場発生装置２にて磁界を発生させて、処理槽中の水を磁場水にして
、そこにオゾン発生装置３で発生したオゾンを送り込むようにした。磁場水中には電子（
ｅ－）が発生しているため、オゾンが容易に水中にとけ込んでＯ２とＯ－に分裂する。
【００２５】
　このようにして、処理槽１中の水に活性酸素Ｏ－を発生させ、そこに有機廃棄物投入装
置４から、例えば廃油、汚泥、食物残渣等の有機廃棄物を投入して、活性酸素と反応させ
て酸化分解させるようにした。有機廃棄物は、処理槽中で二酸化炭素と水に分解され、二
酸化炭素は大気中に放出され、水は処理槽中に残ることになる。この水は普通に排水して
もよいが、次回の処理に再利用しても良い。
【００２６】
　図２は、本発明の第２実施形態の構成を示す図である。ここでは、電子（ｅ－）発生器
５を設けて、ここで発生した電子（ｅ－）を処理槽１中の水に打ち込んで、処理水全体を
還元水とした。すなわち、処理槽１中の水を、酸素欠乏状態として、そこにオゾン発生装
置３からオゾンを送り込んで活性酸素を作り、有機廃棄物を投入して酸化分解するように
した。
【００２７】
　上述した第１及び第２実施形態に示すように、処理槽１内の水を還元状態にした上で、
オゾンを打ち込むことによって、オゾンが容易に水中にとけ込み、処理水中に有機物と反
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応する活性酸素を含有させることができる。
【００２８】
　ここで、還元状態にした水とオゾンをミキシングすると、より一層オゾンがとけ込みや
すくなる。図３に示す第３実施形態では、処理槽からポンプ７ａで水（還元水）をミキシ
ング装置７に汲み上げて、オゾン発生装置３で発生するオゾンをミキシング装置７に送り
込んで、ここで還元水とオゾンとミキシングした上で、これを処理槽１に戻して、有機廃
棄物と反応させるようにした。
【００２９】
　なお、ミキシング動作は、連続的に繰り返し行うことによって、一層の効果を得ること
ができる。また、本実施形態では、ミキシング装置に水を汲み上げてミキシング動作を行
うようにしているが、例えば、処理槽１内に、プロペラ等を設けて、処理槽１内でミキシ
ング動作を行うようにしても良い。更に、図３に示すように、磁場発生装置８を設けて、
磁界を発生させ、磁界中でミキシング動作を行うことにより一層の効果が得られる。また
、処理水に還元剤を導入することによって、より効果的に還元水を得ることができるよう
になる。
【００３０】
　第３実施形態では、磁場発生装置２によって処理槽１中の水を磁場水として、これをオ
ゾンとミキシングするようにしているが、図２に破線で示すように、電子（ｅ－）発生装
置にて還元状態にした処理水を同様に汲み上げて、オゾンとミキシングするようにしても
良い。なお、この場合も、処理水に還元剤を加えることによって、より効果的に還元水を
得ることができる。
【００３１】
　上述の第１～第３実施形態におけるオゾン発生装置３は酸素透過フィルタ３’を具えて
いることが好ましい。外部から取り込んだ空気をこの酸素透過フィルタ３’を透過させて
酸素のみを取り出してオゾン発生装置に送り込むようにする。このように構成することに
よって、より効率的に高濃度のオゾンを発生させることができる。又、この酸素透過フィ
ルタ３’によって空気中に含まれる他の成分が除去されるため、ＮＯｘやＳＯｘの発生を
抑制することが可能となる。
【００３２】
　なお、酸素透過フィルタ３’は必ずしも設けなくても本発明の目的を達成することはで
きるが、外気をそのままオゾン発生装置３に送り込んだ場合は、空気中に含まれる他の成
分が酸化して、ＮＯｘやＳＯｘが発生してしまう。このＮＯｘやＳＯｘによって、処理水
中のｐＨが大きく下がり、排水時に薬品による中和処理が必要になる場合もあるため、酸
素透過フィルタ３’を設けることが好ましい。
【００３３】
　図４は、本発明の第４実施形態の構成を示す図である。ここでは、処理槽１中の水に酸
化剤を投入して活性酸素を作るようにした。すなわち、過酸化水素投入装置６を設けて、
過酸化水素を処理水に導入して活性酸素を作り、有機廃棄物を投入するようにした。この
実施形態では、酸化剤として過酸化水素を用いたが、処理水に安全に活性酸素を導入する
ことができるものであれば、その他の薬剤（酸化剤）を用いても良い。
【００３４】
　なお、第４実施形態においても、図２に示すようなミキシング装置７を設けたり、ある
いは処理槽１中にプロペラ等を設けるなどして、処理水をミキシングしながら過酸化水素
等の酸化剤を導入するようにしても良い。
【００３５】
　図５は、本発明の第５実施形態の構成を示す図である。上記の第１～第４実施形態では
、オゾンを水に溶け込ませて、Ｏ２とＯ－に分裂させて水中に活性酸素を作るようにした
が、図５に示すように、電気分解装置９を設けて、水を電気分解して活性酸素Ｏ－を製造
し、これを処理槽１内に直接打ち込むようにした。
【００３６】
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　第５実施形態における電気分解装置にも上述の酸素透過フィルタ９’を設けて、外部か
ら取り込んだ空気をこの酸素透過フィルタ３’を透過させて酸素のみを取り出して電気分
解装置９に送り込むようにしている。このように構成することによって、より効率的に活
性酸素を発生させることができると共に、ＮＯｘやＳＯｘの発生を抑制することが可能と
なる。なお、酸素透過フィルタ９’は必ずしも設けなくても、本発明の目的を達成するこ
とはできる。
【００３７】
　なお、第５実施形態においても、図２に示すようなミキシング装置７を設けたり、ある
いは処理槽１中にプロペラ等を設けるなどして、処理水をミキシングしながら活性酸素を
導入するようにしても良い。
【００３８】
　なお、第４実施形態および第５実施形態においても、磁場発生装置２および／または電
子発生装置５を設けることが好ましい。この構成により、処理槽１中の処理水が還元状態
に保たれるため、処理水中の活性酸素と有機廃棄物との酸化分解をより効率的に進めるこ
とができる。
【００３９】
　本発明では、有機汚泥、廃液、食物残渣、プラスチック成型品等の有機廃棄物を好適に
処理することができる。プラスチック成型品を処理する場合には、当該廃棄物を予め細か
く砕いて粉状にしてから、あるいは、乾留装置等で液化させてから、あるいは適当な薬品
を用いてプラスチックをポリマーからモノマーに変えてから投入するようにすれば、同様
の効果を得ることができる。
【００４０】
　本発明の方法によれば、通常の水処理に用いる浄化槽を用いて有機廃物を酸化処理する
ことができる。この場合、バッチ方式を採って、処理に必要な時間だけ活性酸素と有機廃
棄物を接触させるようにプラント設計を行うようにする。たとえば、投入した有機廃棄物
を完全に水と二酸化炭素に分解するのに、４日間必要であれば、活性酸素を含有する処理
水に有機廃棄物を投入した後、４日間装置を連続運転させて、酸化分解反応が完全に終了
した後、排水するようにする。なお、廃棄物が完全に酸化分解されたか否かを判別する判
別装置等を設けても良い。
【００４１】
　上記説明した、磁場発生装置、オゾン発生装置、電子（ｅ－）発生装置、過酸化水素発
生装置、ミキシング装置等は、既存の構成の装置を適宜利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】図１は、本発明の第１実施形態の構成を示す概略図である。
【図２】図２は、本発明の第２実施形態の構成を示す概略図である。
【図３】図３は、本発明の第３実施形態の構成を示す概略図である。
【図４】図４は、本発明の第４実施形態の構成を示す概略図である。
【図５】図５は、本発明の第５実施形態の構成を示す概略図である。
【符号の説明】
【００４３】
　１　　処理槽
　２　　磁場発生装置
　３　　オゾン発生装置
　４　　有機廃棄物投入装置
　５　　電子（ｅ－）発生装置
　６　　過酸化水素発生装置
　７　　ミキシング装置
　７ａ　ポンプ
　８　　磁場発生装置
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　９　　電気分解装置

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(9) JP 4222508 B2 2009.2.12

【図５】
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